
お 
知 
ら 
せ

葛
飾
区
社
会
教
育
委
員

の
会
議
を
傍
聴
で
き
ま
す

「
東
京
に
お
け
る
都
市
計

画
道
路
の
在
り
方
に
関
す

る
基
本
方
針
（
案
）
」
へ
の

意
見
を
募
集
し
ま
す

都
市
計
画
の
案
を

ご
覧
に
な
れ
ま
す

都
市
計
画
法
第
57
条
に

よ
る
公
告
を
行
い
ま
す

高
次
脳
機
能
障
害
や

失
語
症
の
あ
る
方
ま
た
は

そ
の
ご
家
族
の
方
へ

相
談
会

高
次
脳
機
能
障
害
の

あ
る
方
へ

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

利
用
者
を
募
集
し
ま
す

計
量
器
の
定
期
検
査
に

伴
う
事
前
調
査
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

区
民
借
上
保
養
施
設

Ｈ
Ｉ
Ｖ
即
日
検
査

性
感
染
症
検
査

都
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

民
間
建
築
物
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
整
備
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す

「『
東
京
2
0
2
0
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技

大
会
』
を
契
機
と
し
た
文
化
の

創
造
と
継
承
に
つ
い
て
」
を
テ

ー
マ
に
協
議
し
ま
す
。

【
日
時
】

8
月
9
日
㈮

午
後
2
〜
4
時

午
後
1
時
45
分
ま
で
に
直
接

会
場
へ（
先
着
順
）。

【
会
場
】

立
石
地
区
セ
ン
タ
ー

（
立
石
4‐

23‐

17
）

【
定
員
】

10
人
程
度

【
担
当
課
】

生
涯
学
習
課

!（
5
6
5
4
）8
4
7
9

都
と
特
別
区
お
よ
び
26
市
2

町
が
、
都
市
計
画
道
路
の
検
証

手
法
や
計
画
変
更
な
ど
の
対
応

方
針
を
整
理
し
た
基
本
方
針
で

す
。

【
閲
覧
・
意
見
提
出
期
間
】

8
月
12
日（
月
・
振
休
）（
消
印

有
効
）
ま
で

【
閲
覧
場
所
】

東
京
都
庁
第
一

本
庁
舎
3
階
都
民
情
報
ル
ー
ム

（
新
宿
区
西
新
宿
2‐

8‐

1
）

東
京
都
都
市
整
備
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.toshisei

bi.m
etro.tokyo.jp/

）や
、
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。

【
意
見
書
提
出
方
法
】

意
見
書

（
様
式
自
由
）を
持
参
か
郵
送
・

フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル
で
。

【
意
見
書
提
出
・
問
い
合
わ
せ
】

〒
163‐

8001
東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
11
階
東
京
都
都
市
整
備
局
都

市
基
盤
部
街
路
計
画
課

!（
5
3
8
8
）3
3
7
9

!（
5
3
8
8
）1
3
5
4

S
0000179@

section.m
etro.

tokyo.jp

【
担
当
課
】

調
整
課

【
計
画
案
】

▽
東
金
町
一
丁
目
西
地
区
第
一

種
市
街
地
再
開
発
事
業
案

▽
東
金
町
一
丁
目
西
地
区
地
区

計
画
案

▽
高
度
利
用
地
区
の
変
更
案

▽
高
度
地
区
の
変
更
案

▽
防
火
地
域
お
よ
び
準
防
火
地

域
の
変
更
案

【
公
告
日
】

7
月
30
日
㈫

【
縦
覧
・
意
見
書
提
出
期
間
】

7
月
30
日
㈫
〜
8
月
13
日
㈫

（
必
着
）

【
縦
覧
場
所
】

調
整
課

（
区
役
所
3
階
3
0
1
番
）

【
意
見
書
提
出
方
法
】

意
見
書（
様
式
自
由
）に
都
市

計
画
案
の
名
称
・
住
所
・
氏
名

・
意
見
を
書
い
て
持
参
か
郵
送
。

【
意
見
書
提
出
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
調
整
課

（
区
役
所
3
階
3
0
1
番
）

!（
5
6
5
4
）8
3
2
8

立
石
駅
南
口
東
地
区
第
一
種

市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
区

域
（
補
助
線
街
路
第
2
7
4
号

線
区
域
内
を
除
く
）
に
お
い
て
、

8
月
5
日
㈪
以
降
に
土
地
を
有

償
譲
渡
す
る
場
合
、
調
整
課
へ

の
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
公
告
日
】

7
月
25
日
㈭

【
届
出
・
担
当
課
】

調
整
課

（
区
役
所
3
階
3
0
1
番
）

!（
5
6
5
4
）8
3
2
8

脳
卒
中
な
ど
の
後
遺
症
に
よ

る
高
次
脳
機
能
障
害
や
失
語
症

に
つ
い
て
、
リ
ハ
ビ
リ
や
日
常

生
活
の
支
援
な
ど
の
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】

8
月
10
日
㈯
・
17
日
㈯

午
後
1
〜
4
時

【
対
象
】

区
内
在
住
で
高
次
脳
機
能
障
害

や
失
語
症
の
症
状
が
あ
る
方
、

ま
た
は
そ
の
家
族
各
日
5
人

【
申
込
方
法
】

7
月
29
日
㈪
午

前
9
時
か
ら
電
話
で（
先
着
順
）
。

【
会
場
・
申
し
込
み
・
担
当
課
】

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

（
堀
切
3‐

34‐
1
ウ
ェ
ル
ピ

ア
か
つ
し
か
内
）

!（
5
6
9
8
）1
3
3
6

【
日
時
】

月
〜
木
曜
日
（
祝
日
、
年
末
年

始
を
除
く
）
の
う
ち
週
2
回

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

【
対
象
】

区
内
在
住
18
〜
64
歳

の
高
次
脳
機
能
障
害
の
診
断
を

受
け
た
方
で
、
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
精
神
保
健
福
祉
手
帳

を
お
持
ち
の
方
各
回
6
人

【
費
用
】

世
帯
の
収
入
に
応
じ

利
用
料
を
決
定
し
ま
す
（
非
課

税
世
帯
は
無
料
）。

【
そ
の
他
】

停
留
所
方
式
で
の

バ
ス
送
迎
あ
り
。

【
申
込
方
法
】

7
月
29
日
㈪
午

前
10
時
か
ら
窓
口
で
。
利
用
は

後
日
面
談
の
上
決
定
し
ま
す
。

【
会
場
・
申
し
込
み
・
担
当
課
】

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

（
堀
切
3‐

34‐

1
ウ
ェ
ル
ピ

ア
か
つ
し
か
内
）

!（
5
6
9
8
）1
3
3
6

取
引
や
証
明
に
使
っ
て
い
る

事
業
用
の
は
か
り
は
、
2
年
に

一
度
の
定
期
検
査
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

対
象
の
商
店
・
病
院
・
学
校

な
ど
に
は
、
検
査
に
伴
う
事
前

調
査
用
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
ま
す
。

【
発
送
予
定
日
】

7
月
29
日
㈪

【
回
答
期
限
】

8
月
19
日
㈪

【
担
当
課
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

!（
5
6
9
8
）2
3
1
6

利
用
は
区
内
在
住
の
方
に
限

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
施
設
利
用
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
10
月
分
ハ
ガ
キ
受
付
】

8
月
1
日
㈭
〜
8
日
㈭
に
申

込
専
用
ハ
ガ
キ
で
（
消
印
有
効

・
1
グ
ル
ー
プ
1
枚
）。

1
人
利
用
の
場
合
、
ハ
ガ
キ

受
付
で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま

せ
ん
。
空
室
受
付
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
（
た
だ
し
、
利
用
で
き

る
日
に
制
限
が
あ
り
ま
す
）。

【
施
設
を
利
用
で
き
な
い
日
】

▽
思
い
出
浪
漫
館

10
月
7
日
㈪
・
10
日
㈭
〜
14
日

（
月
・
祝
）・
26
日
㈯

【
9
月
分
空
室
受
付
】

8
月
1
日
㈭
は
午
前
9
時
か

ら
電
話
の
み
。

8
月
2
日
㈮
か
ら
利
用
日
の

前
日
ま
で
は
、
午
前
8
時
30
分

か
ら
電
話
か
窓
口
で
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
は
電
話
の
み
）。

い
ず
れ
も
先
着
順
。

【
申
込
専
用
ハ
ガ
キ
・
施
設
利

用
案
内
配
布
場
所
】

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー（
区
役

所
内
郵
便
局
上
）、区
政
情
報
コ

ー
ナ
ー
（
区
役
所
3
階
3
0
4

番
）、
地
域
振
興
課（
区
役
所
4

階
4
0
5
番
）、区
民
事
務
所
、

区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
地

区
セ
ン
タ
ー
、
学
び
交
流
館
、

図
書
館

【
空
室
確
認
・
申
し
込
み
・
問

い
合
わ
せ
】

▽
月
〜
金
曜
日

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー

（
区
役
所
内
郵
便
局
上
）

!（
5
6
7
0
）3
8
6
1

▽
土
・
日
曜
日
、
祝
日
（
電
話

の
み
。
午
前
11
時
〜
午
後
5
時
）

㈱
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
首
都

圏

渋
谷
宮
益
坂
営
業
所

!（
5
7
7
4
）5
0
6
6

空
室
状
況
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
担
当
課
】

地
域
振
興
課

無
料
・
匿
名
の
検
査
で
す
。

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
は
、
感
染
の
機

会
か
ら
3
カ
月
以
上
経
過
し
て

い
な
い
と
正
し
い
検
査
結
果
が

出
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
日
時
】

8
月
2
日
㈮

午
前
9
〜
10
時（
受
付
時
間
）

直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

【
会
場
】

健
康
プ
ラ
ザ
か
つ
し

か（
青
戸
4‐

15‐
14
）

【
定
員
】

40
人

【
内
容
】

血
液
検
査
・
尿
検
査

尿
検
査
は
、
最
後
に
尿
を
し

て
1
時
間
以
上
た
っ
て
か
ら
採

尿
し
ま
す
。

【
そ
の
他
】

Ｈ
Ｉ
Ｖ
即
日
検
査

の
結
果
は
、
検
査
当
日
に
お
伝

え
し
ま
す
。
性
感
染
症
（
ク
ラ

ミ
ジ
ア
・
梅
毒
）
の
検
査
結
果

と
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
結
果
が
判
定
保

留
の
場
合
は
、
8
月
16
日
㈮
午

前
9
〜
10
時
に
健
康
プ
ラ
ザ
か

つ
し
か
で
お
伝
え
し
ま
す
。

【
担
当
課
】

保
健
予
防
課

!（
3
6
0
2
）1
2
3
8

住
宅
に
お
困
り
の
所
得
の
低

い
方
を
対
象
と
し
た
住
宅
で
す
。

【
募
集
住
宅
】

①
家
族
向（
ひ
と
り
親
・
高
齢
者

・
心
身
障
害
者
・
多
子
・
特
に

所
得
の
低
い
世
帯
）
1
2
7
3

戸
、
家
族
向
（
車
い
す
使
用
者

世
帯
）
17
戸

②
単
身
者
向
2
1
8
戸
、
単
身

者
用
車
い
す
使
用
者
向
7
戸

③
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
単
身
者
向
52

戸
、
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
二
人
世
帯

向
20
戸

④
居
宅
内
で
病
死
な
ど
が
あ
っ

た
住
宅
▽
単
身
者
向
36
戸
▽
シ

ル
バ
ー
ピ
ア
単
身
者
向
13
戸
▽

車
い
す
使
用
者
世
帯
向
3
戸

①
は
、
書
類
審
査
・
実
態
調

査
に
よ
り
住
宅
に
困
っ
て
い
る

度
合
い
の
高
い
順
に
あ
っ
せ
ん

し
ま
す
。
そ
の
他
は
抽
選
で
す
。

【
募
集
案
内
・
申
込
書
配
布
期
間
】

8
月
1
日
㈭
〜
9
日
㈮
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）

【
募
集
案
内
・
申
込
書
配
布
場
所
】

住
環
境
整
備
課
（
区
役
所
3
階

3
0
7
番
）、西
生
活
課
（
区
役

所
2
階
2
3
4
番
）、福
祉
事
務

所
東
庁
舎（
金
町
1‐

6‐

24
）
、

区
民
事
務
所
、
区
民
サ
ー
ビ
ス

コ
ー
ナ
ー
、
東
京
都
住
宅
供
給

公
社
新
小
岩
窓
口
セ
ン
タ
ー

（
西
新
小
岩
1‐

1‐

2
）

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.to
-

kousya.or.jp/

）
か
ら
も
取
り

出
せ
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

郵
送
で
、
①
は
東
京
都
住
宅

供
給
公
社
都
営
住
宅
募
集
セ
ン

タ
ー
、
②
〜
④
は
渋
谷
郵
便
局

へ
、
8
月
15
日
㈭（
必
着
）ま
で
。

窓
口
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。詳

し
く
は
、
募
集
案
内
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
都
営
住

宅
募
集
セ
ン
タ
ー

▽
8
月
1
日
㈭
〜
15
日
㈭

!

0
5
7
0（
0
1
0
）8
1
0

▽
8
月
1
日
㈭
〜
15
日
㈭
以
外

の
期
間!（

3
4
9
8
）8
8
9
4

い
ず
れ
も
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
。

【
担
当
課
】

住
環
境
整
備
課

高
齢
の
方
や
障
害
の
あ
る
方

が
利
用
し
や
す
く
な
る
よ
う
に

建
物
を
改
修
す
る
際
に
整
備
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

着
工
前
の
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

個
人
事
業
主
、
中
小

企
業
経
営
者
、
医
療
法
人
な
ど

【
対
象
と
な
る
建
物
】

原
則
、
平
成
21
年
4
月
以
前
に

建
て
ら
れ
た
飲
食
店
・
物
品
販

売
店
・
医
療
施
設
な
ど
の
不
特

定
多
数
の
方
が
利
用
す
る
建
物

建
物
の
床
面
積
な
ど
に
よ
り
、

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。ま
た
、個
人
の
住
宅
や
集

合
住
宅
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

【
補
助
金
額
】

整
備
費
用
の
2
分
の
1

（
上
限
3
0
0
万
円
）

【
担
当
課
】

福
祉
管
理
課

!（
5
6
5
4
）8
2
4
3

国・都の難病医療費助成を受けている方へ

難病患者福祉手当の手続きはお済みですか

指定難病の患者の方は、申請により手当が受給できます。

ただし、所得制限があります。8月の申請分から平成30年

中の所得で判定します。平成29年中の所得超過を理由とし

て現在受給されていない方も受給できる場合があります。

【対象】 区内在住で次の全てに該当する方

▽国・都の難病医療費助成を受けている

▽難病にり患した年齢が65歳未満である

▽新規申請の場合、申請時に65歳未満である

施設入所者や心身障害者福祉手当受給者など、手当を受

給できない場合があります。詳しくはお問い合わせくださ

い。

【支給額（月額）】15，500円

【担当課】 保健予防課 !3602‐1274

政治家は有権者に寄附を「贈らない」 有権者は政治家に寄附を「求めない」 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。 【担当課】 選挙管理委員会事務局 !5654‐8493～6

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（８）
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葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp


